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支払請求      支払 

 

 

 

預金者 

預
金
保
険
機
構 

休眠

預金 

事務委託手数料 移管 

金融機関 

○○NPO法人 

△△団体 

･
･･･
･･･
･･

 

（公募により決定） 

○○財団 

地方の団体 

※1 一般財団法人であること、業務実施に足りる経理

的・技術的基礎を有すること等を条件に内閣総理

大臣が一団体を指定 

※2 現場の団体への助成・貸付等は、行政の執行にな

じみにくい、又は既存施策では不十分な民間公益

活動促進事業に限定する旨を法定 

※3 現場の団体及び資金分配団体の事業報告を踏ま

えた事業報告の内閣総理大臣への提出 

※4 貸付については、貸付を業務として行う者（ＮＰＯバ

ンク、財団等）が実施することを想定 

※5 指定活用団体が金融機関等に業務委託すること

により、現場の団体に対して直接貸付けをすること

も想定 

内閣府 

助成・貸付・出資 
（※2）（※4） 

 

事業計画の

申請・認可 

 基本方針・基本計画策定 

 指定活用団体の指定 

 事業計画の認可 

 指定活用団体の監督 

 現場の団体の選定、休眠預金の分配 

 現場の団体の監督 

 休眠預金活用融資の実施 

 

××団体 

事業報告 

資金分配団体 

交付 

 

審議会 
（委員は内閣総理大臣任命） 

 基本方針、基本計

画の審議 

 事業計画の審議 諮問・答申 

指定活用団体 

人件費や事務経費の支出に

充てるため、一部を運用（国

債等）原資に回す  

 資金分配団体の調整 

 事業計画の策定 

 休眠預金の分配 

 資金分配団体の監督 

 事業報告とりまとめ 

（※1） 

△△社団 

･
･･

 

（公募により決定） 

現場の団体 

事業報告 

ＮＰＯバンク 

助
成
・貸
付 

その他の団体 
（※5） 

監督 
監督 

事業報告（※3） 

監督 


